
公益社団法人北海道交通遺児の会会計規程 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第1条 この規程は、公益社団法人北海道交通遺児の会（以下、「本会」という。）の会計に 

関する必要事項を定め、財務の公正を期するとともに財政状態を適正に把握することを

目的とする。 

（会長権限の委任） 

第２条  会長は、事務局長に対して、次の各号に掲げる事項の専決を委任する。 

 （１）収入を徴収すること。 

 （２）１件の金額が１００万円未満の支出に関し、支出負担行為を行うこと。 

 （３）支出を命令すること。 

 （４）財産の取得、管理を行うこと。 

 （５）物品の取得、管理及び処分を行うこと。 

 （６）寄付を受けること。 

（会計処理の基準） 

第３条  本会の会計は、法令及び定款に定めのあるもののほか、この規程の定めるところ 

による。 

（記録及び計算） 

第４条  本会の会計はその収入、支出、財務状態を明らかにするため、公益法人会計基準 

に従って、明瞭に記録し、計算しなければならない。 

（会計責任者） 

第５条  本会に会計責任者をおき、会長がこれを任命する。 

２ 会計責任者は、みずから取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保

管等、会計処理に関する事務をつかさどり、又は会長の任命する出納職員にこれらの事

務を行わせるものとする。 

 

第２章 予 算 

 

（予算の基準） 

第６条  本会の予算は、事業計画に基づく事業の円滑な運営を図る目的をもって収支の合 

理的な規制を行うものとする。 

２ 本会の収入、支出はすべてこれを予算に計上しなければならない。 

３ 予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、理事会の議決を経なければならな

い。 

 

（補正予算） 

第７条  予算の成立後に生じた理由により、既定の予算に変更を加える必要がある場合に 

は、補正予算を編成することができる。 

（予算の流用） 

第８条  事業の執行上、予算に不足を生じ流用する必要があるときは、会長の決裁をうけ 

て歳出予算の金額を流用することができる。 



第３章 勘定科目及び帳簿 

 

（勘定科目） 

第９条 勘定科目は、公益法人会計基準に掲げられる例によるものとし、会長が別に定め

る。 

（帳簿） 

第１０条 本会の会計を整理するため、別記に掲げる会計帳簿を備え、すべての取引を記

入しなければならない。 

 

第４章 出 納 

 

（会計処理） 

第１１条 会計の処理にあたり、すべての取引の記帳整理は、振替伝票を起票して行うも

のとし、帳簿への記載は、この伝票に基づいて行うものとする。 

２ 発行する伝票には、証ひょうを添付し、会計責任者の認印を受けなければならない。 

（収入の扱い） 

第１２条 金銭の収納に際しては、請求書などの証ひょうと照合した後、会計責任者の認

印を受け、別記様式による領収書を発行するものとする。 

２ 日々の金銭収入は直ちに支出にあてることなく、速やかに取引金融機関に預け入れな

ければならない。 

３ 収納した金銭のうち、寄付金については、その都度、可能な限り報道機関に報道を依

頼するとともに、一定の時期に適宜の方法によって公表するものとする。 

（支出の扱い） 

第１３条 金銭の支払いをしようとするときは、会計責任者の承認のある伝票に基づいて、

領収書とひきかえに行わなければならない。 

（現金の手許保管） 

第１４条 小口の現金支出に充てるため、出納職員に対して現金を前渡し、当該職員の手

許に保管させることができる。 

２ 手許に保管させることができる現金の限度額は、３万円とする。 

（概算払い） 

第１５条 その性質上概算をもって支払いの必要がある経費については、概算払いを行う

ことができる。 

２ 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。 

（１）旅費 

（２）その他会計責任者が特に必要と認めた経費 

（精算） 

第１６条 概算払いをしたときは、当該経費にかかる債務が確定したとき、又は当該債務

の履行期が到来したときは、すみやかに、精算書を徴しなければならない。 

（精算金等の返納等） 

第１７条 精算金を返納させるときは、収入の手続きの例により、これを支出した経費に

戻入しなければならない。 

 



２ 前項の定めは、支出の誤払い又は過払いとなった金額を返納させる場合について準用

する。 

（月次報告） 

第１８条 出納職員は、毎月末日において、試算表を作成し、会計責任者の認印を受けた

後、会長に提出しなければならない。 

 

第５章 決 算 

 

（決算の基準） 

第１９条 本会の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなけれ

ばならない。 

（決算の報告） 

第２０条 会計責任者は、毎会計年度末日において決算整理をし、帳簿を締め切り、収支

計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を作成し、会長に提出しなければ

ならない。 

（剰余金及び不足金の処分） 

第２１条 毎会計年度における決算上の剰余金又は不足金は、翌年度に繰り越すものとす

る。 

 

第６章 物品の管理 

 

（物品の保管） 

第２２条 物品は、常に良好な状態で共用又は払出しができるよう保管しなければならな

い。 

２ 物品管理のため帳簿を備え、物品の出納及び現在高を明らかにしなければならない。 

（物品の処分） 

第２３条 損傷その他の理由により不要となった物品、又は修理を加えても使用にたえな

いと認められる物品は、売却又は廃棄することができる。 

 

 

第７章 その他 

 

第２４条 この規程に定めのないもの、あるいは、この規程の施行に関する細則は、会長

が別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、昭和 62年 9月 1日から施行する。 

２ この規程は、本会の設立登記のあった日（平成２３年４月１日）から施行する。 

 

 

 




